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ご不明な点がございましたら､ヒューマン･プライムまでお問い合わせください。 ℡.03-5695-7700

働く人たちの幸せを大切にする企業によりそい､「ありがとう」で溢れる世界をつくる

社会保険労務士法人ヒューマン･プライム
東京都中央区日本橋人形町 1-18-9  AT ビル 5F〒103-0013
TEL.03-5695-7700 　https://humanprime.co.jp

　「働き方はどう変わる？　2024 年､人事･労務の注目するべきトピック 6 選」2 つ目のトピックは､『選
択的週休 3 日制』です。人材不足が深刻化するなかで､希望する従業員に週 3 日の休日を付与する選択
的週休 3 日制が､新しい働き方として注目を集めています。政府が 2023 年 6 月に発表した「経済財政
運営と改革の基本方針 2023」においても､選択的週休 3 日制の普及に取り組む旨が記されました。

　「働く場所」や「働く時間」の柔軟化が進むいま､従業員自身が
本人の希望に合わせて 1 週間に休日を３日とする働き方の制度
を選択的週休３日制といいます。
　人材不足が続く企業と多様な働き方を希望する従業員との間
で､従業員自身が週に働く日数を選べる選択的週休３日制は､働き
方の柔軟性を高め､育児･介護･治療と仕事との両立､リスキリング
､地域貢献や余暇の充実により人生を豊かにするなど､働く人々の
ワークライフバランスを促進する施策として期待されています。
　現在採られている選択式週休 3 日制は､大きく３つのタイプに
わかれます。
① 休日を増やして労働時間を減らすが生産性を上げることに　
　 よって給与は変えない｢報酬維持型」
② 休日を増やして労働時間を減らし給与も減らす｢報酬削減型」
③ 休日を増やすがほかの日の労働時間を増やして給与は変えな
　 い 「総労働時間維持型」

1. 選択的週休 3 日制とは
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出所：厚生労働省「働き方・休み方取り組み事例集 2023」
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1 日 8 時間 × 週 5 日（フルタイム）勤務／給与：30 万円の場合

①報酬維持型　給与 :30 万円 ②報酬削減型　給与 :24 万円 ③総労働時間維持型　給与 :30 万円

https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20230626.html
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　企業によって選択的週休３日制を導入する
目的はさまざまですが､主には､育児や介護等
との両立､ワークライフバランスの実現､メリ
ハリのある業務遂行による生産性向上､人材
獲得へのアピールなどがあげられます。選択
的週休 3 日制の導入により､企業には次のよ
うな効果が得られると考えます。

2. 選択的週休 3日制を導入するメリット

　一般的には週休３日制になると休みが増えて歓迎されると思いがちですが､前述したタイプ②では報酬の減少を伴います
し､タイプ③では１日あたりの労働時間が増えて勤務時間帯変更などのしわ寄せが生じます。
　何のために選択的週休３日制を導入するのかを明確にし､その導入の狙いや趣旨はもちろん､それによって労働条件がどの
ように変わるのかを説明し､従業員に丁寧なコミュニケーションをとっていくことが必要です。

　タイプ①（報酬維持型）は､週４日の労働時間で従来通り
のアウトプットを出すことが従業員に期待されますので､よ
りパフォーマンスや生産性を上げて欲しいというメッセー
ジを発信することが重要になります。

　タイプ②（報酬削減型）は､育児や介護の時短勤務制度に
近い内容といえます。従って､ノーワーク・ノーペイの原則
により短縮された労働時間分の給与減額をおこないます。

　タイプ③（総労働時間維持型）では､１ヶ月単位の変形労
働時間制を採用することにより 10 時間／日 × 週 4 日といっ
たように総労働時間を維持して休日を増やすことができま
す。また､すでにフレックスタイム制を採用している企業で
あれば､コアタイムや 1 日の最低勤務時間を廃止してスー
パーフレックスタイム制などとし､ほかの勤務日の労働時間
を長くすることで､非労働日（休日）を増やすことが考えら
れます。

3. 選択的週休 3日制導入に際しての留意点

育児､介護､病気治療等のために勤務日を減らしながら
働き続けたい従業員の離職防止

学び直し､ボランティア等を希望する従業員のモチベーション向上

働きやすい職場のアピール､採用競争力の強化

副業や兼業の促進を通じた人材の多様化

組織や個人の仕事の仕方を見直すことによる生産性の向上

✓

✓

✓

✓

✓

1
ヶ
月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
の
導
入
フ
ロ
ー

労働者の範囲の設定

対象期間の設定

労働時間､休日の設定

就業規則の変更

労使協定の締結

所轄労基署への届出

●対象となる労働者を決める

●起算日を設定する
●対象期間は 1 ヶ月以内とする

●労働者を代表する者との書面による協定を締結する
※なお、1 ヶ月単位の変形労働時間制は、労使協定によらず、
　就業規則に必要事項を規定することでも採用可能

●就業規則に 1 ヶ月単位の変形労働時間制を採用することが
　定められていない場合は、就業規則の変更が必要

●対象期間を平均して 1 週間の労働時間が 40 時間以内と
　なるように各日、各週の労働時間を定めることが必要
●1 週間に 1 日の休日を設ける
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　選択的週休 3 日制の導入を検討するに
あたり､役立つ情報をご紹介します。
   （1）企業の取組事例
　　　選択的週休３日制導入事例の紹介
   （2）関連動画
　　　シンポジウム・セミナー情報

　働き方・休み方改革シンポジウムで事例発表をされている
メタウォーター㈱さんは､既に導入していた「コアタイムな
しのフレックスタイム制」を活用して､週１日を第三の休日
とする方法で､所定労働時間を維持したままの選択的週休 3
日制を実現しました。
　フレックスタイム制がベースであることから､柔軟な運用
が原則となっていますが､業務への支障がないよう､第三の休
日の適用権限はライン管理者が持つこととし､従業員に事前
のコミュニケーションを義務づけています。この点は､今後
導入を検討する企業にとって参考になると思います。

4. 参考情報

　2023 年の就労条件総合調査による
と､完全週休 2 日制より休日日数が実
質的に多い制度」の企業割合は 7.5％
とまだまだ浸透しているとはいい難い
状況です。

　重要なのは､他社の制度をただ当て
はめるのではなく､自社に合った制度を
検討し､試行錯誤を重ねながら育てて
いくことではないでしょうか。
　企業によって風土や事情も異なりま
すので､制度を検討にあたっては､経営
と従業員がお互いにメリットを感じる
ような Win−Win の取り組みを意識す
ることが大切です。

　経営としては企業の成長につながる目的があってこその制度を導入しなければ意味がありませんし､従業員にとってはよ
り働きやすいと感じられるものでなければ誰も活用しない残念な制度になってしまいます。制度づくりには両方の視点が欠
かせません。

5. さいごに

3 つ目のトピックは「副業・兼業」を予定しています。
371 号を楽しみにお待ちいただけますと幸いです。
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「完全週休 2 日制より休日日数が実質的に多い制度」の導入率

出所：厚生労働省「就労条件総合調査」をもとに作成
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https://work-holiday.mhlw.go.jp/seminar/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/case/index.php?action_kouhyou_caseadvanced_fourdayworkweek=true

